
鳥取市保育園等園庭芝生化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市保育園等園庭芝生化事業費補助金（以下「本補助金」という。）について、

鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 保護者会 保育園、知的障害児通園施設の入園児童の保護者により結成された任意組織で、会

員の総意により現に親睦活動、行事の運営協力、奉仕活動などの活動を行っている団体をいう。 

⑵ 鳥取方式 特定非営利活動法人グリーンスポーツ鳥取の技術監修により、面積や利用人数に応

じて最適な芝生のグラウンドを施工し、必要最小限の維持管理作業を行うことによって低コスト

で芝生化を行う方式をいう。 

（交付目的） 

第３条 本補助金は、保護者会が主体となって鳥取方式による保育園、知的障害児通園施設の園庭芝

生化を実施するに当たり、その整備に要する経費について補助することにより、保育環境の向上を

図り、もって利用児童の処遇の向上に資することを目的として交付する。 

（補助対象団体） 

第４条 本補助金の交付の対象となる保護者会（以下「対象団体」という。）は、初めて園庭を芝生化

する保育園並びに知的障害児通園施設の保護者会であって、当該年度の予算及び事業計画において

構成員の総意を持って取り組むことが見込まれる団体とする。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象団体が芝生化を

行う初年度に支出する芝生化事業に係る経費とする。 

（補助金の算定等） 

第６条 本補助金は、補助対象経費に１０分の１０を乗じて得た額で算定し、予算の範囲内で交付す

る。 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

⑴ 本補助金の増額 

⑵ 本補助金の２割を超える減額 

（着手届の提出） 

第８条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合とし、同

項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

（補助金の交付） 



第９条 本補助金は、規則第１１条ただし書の規定に基づき、概算払により交付するものとする。 

２ 前項の概算払は、対象団体の事業が円滑に行われるよう当該年度の６月３０日までに行うものと

し、概算払の額は、本補助金の交付決定額に１０分の１０を乗じて得た額とする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条に定める実績報告は、運営報告書及び収支決算書を添付して本補助金の交付

の決定を受けた年度の翌年度の４月３０日までに行わなければならない。 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか本補助金について必要な事項は、福祉保健部健康・子育て推

進局長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２３年 5月 1日から施行し、平成２３年度の補助金から適用する。 


